
　情報通信技術の発展に伴い、個人情報保護への意識が高まり、もっと安全な住民基本台帳を整備する

ため、平成１８年１１月１日より住民基本台帳の閲覧制度が厳しくなり、閲覧者の氏名などを公表する

法律が整備されました。

　平成２５年度に紀美野町で閲覧申請を受付、閲覧を許可したのは以下のとおりです。

平成25年4月24日

社団法人　中央調査社
（代表者：西澤　豊）

住民の日ごろの生活実感や生活満
足度、生活環境やエネルギーに対
する意識などを継続的に調査し
て、住民の価値観やニーズとその
変化を探ることを目的とする。

平成25年8月6日
永谷・神野市場地区の20歳以上

の男女

和歌山県

②　個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

社団法人　中央調査社
（代表者：西澤　豊）

現在の生活や今後の生活について
の意識、家族・家庭についての意
識など、国民生活に関する意識や
要望を種々の観点でとらえ、広く
行政一般の基礎資料とする。

平成25年6月4日
安井地区の20歳以上の日本人

男女

防衛省
自衛官等の募集に伴う広報活動の
ため（根拠法令：自衛隊法第29条1
項、同第35条）

閲覧に係る住民の範囲

【住民基本台帳閲覧状況の公表】

閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

平成26年2月19日
平成8年4月2日から平成9年4月
1日までの間に生まれた男女

閲覧者の名称 請求事由の概要

20歳以上の男女

①　国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

県民の人権に関する意識の実態を
把握し、和歌山県人権尊重の社会
づくり条例第４条に定める和歌山
県人権施策基本方針をはじめとし
た人権関係施策の基本的方向を検
討するための基礎資料とする。

閲覧年月日申出者の氏名 利用目的の概要

株式会社　日本リサー
チセンター

（代表者：鈴木 稲博）

日本人の国民性（身近な事柄につ
いての意見やものの見方、考え
方）の動向を把握する資料とす
る。

平成25年10月3日
　松瀬・東野・西野・釜滝地区

の20歳以上84歳以下の男女

社団法人 新情報セン
ター

（代表者：平谷 信次）

高齢者の地域社会への参加に関す
る意識調査のため

平成25年11月7日
下佐々70番地以降の番地に住民
登録されている60歳以上の男女


